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１．計画策定の趣旨

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づき策定した「滝川市障がい者計画（平成30～34年

度）」の基本理念である「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合う共生する社会の実現」を目指し、障がい者が地域において自立した日常生活及び社会生活

を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条及

び児童福祉法第33条の20の規定に基づく障がい福祉サービス等や障がい児通所支援及び障がい児

相談支援の提供体制の確保その他の業務の円滑な実施に関する計画として策定するものです。

２．計画の期間

本計画では、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とし、障がい者個々の支援体制

の充実・強化が図られるよう、また、相互に人格と個性を尊重し合い共生する社会の実現を目指し

ます。

３．本計画における市の取り組み
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滝川市障がい者計画

第6期滝川市障がい福祉計画

第2期滝川市障がい児福祉計画

■国の基本指針の主なポイント

・地域における生活の維持及び継続の推進

・福祉施設から一般就労への移行等

・「地域共生社会」の実現に向けた取り組み

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

・発達障がい者等支援の一層の充実

・障がい児通所支援等の地域支援体制の整備

・相談支援体制の充実・強化等

・障がい者の社会参加を支える取り組み

・障がい福祉サービス等の質の向上

・障がい福祉人材の確保

Ⅰ 計画の概要

第６期 滝川市障がい福祉計画（案） 概要版
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■地域における生活の維持及び継続の推進（地域生活支援拠点等の整備）

障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域における生活の維持及び継続を支えるため

に地域生活支援拠点等としての機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、

地域の体制づくり）を、地域の実情に応じて整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス

提供体制の検討を関係機関と協議しながら進めます。

■「地域共生社会」の実現に向けた取り組み

あらゆる関係者が横断的に福祉を担う「地域共生社会」に向けた施策の一環として、65 歳以上に

なっても使い慣れた障がい福祉サービス事業所を利用しやすくするために、介護保険事業所など関

係機関と連携を図り、共生型サービスに対応可能な体制の構築を目指します。

■障がい児通所支援等の地域支援体制の整備

滝川地域子ども発達支援推進協議会が医療的ケア児支援の協議の場としての役割を果たしており、

今後も同協議会と連携し、必要に応じた支援を検討するとともに、地域の支援体制の整備について

協議を進めます。

■障がい福祉サービス等の質の向上

各種障がい福祉サービスを提供する事業所においては、それぞれ職員研修の受講等によりサービ

スの質を高め、利用者ニーズに応えるべく取り組んできていますが、事業所間の連携を強めるため

自立支援協議会と連携して研修を実施する等更なる障がい福祉サービス等の質の向上を目指します。
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★障がい福祉サービス等に係る体系

居宅介護　　　　
（ホームヘルプ）

生活介護 療養介護

行動援護 施設入所支援
短期入所　　　

（ショートステイ）

同行援護 重度訪問介護 重度障害者等包括支援

就労移行支援
自立訓練　　　　　

（機能訓練・生活訓練）

共同生活援助　　　
（グループホーム）

就労継続支援　
（A型・B型）

宿泊型自立訓練 グループホーム家賃助成

就労定着支援 自立生活援助

障
が
い
児
支
援

児童発達支援
（医療型含む）

居宅訪問型児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

相
談
支
援
事
業

計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援

障がい児相談支援

理解促進・啓発事業 日常生活用具給付等事業 訪問入浴サービス事業

自発的活動支援事業 地域活動支援センター事業 日中一時支援事業

移動支援事業
相談支援事業

（基幹相談支援センター）

社会参加支援事業　　　　
（声の広報発行）

成年後見制度利用支援事業 意思疎通支援事業

成年後見制度法人後見支援事業 手話奉仕員養成研修事業

介
護
給
付

（
審
査
会
要

）

訓
練
等
給
付

地
域
生
活
支
援
事
業
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以下からサービスを選択 ・共同生活援助（グループホーム）

・生活介護

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） ・施設入所支援
・就労移行支援

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） ・自立生活援助
・就労定着支援

　・福祉サービスを利用する場合、日中活動系サービスと居住系サービスの２つのサービスを組

　　み合わせ、相談支援事業所と連携し、利用目的にかなったサービス計画を作成し、支給決定

　　します。

　・施設や精神科病院から地域移行を図り、自立した生活を送れるよう事業所、病院等で連携、

　　支援を行います。

・地域活動支援センター
（委託～ぽぽろ）

（地域移行・地域定着）

・計画相談支援

・地域相談

日中活動系サービス 滝川市 相 談 支 援

委託
■計画相談支援

・生活介護 　・ほほえみプラザ

基幹相談支援センター
・自立訓練（機能訓練） 　・あおば

・自立訓練（生活訓練）
 連携

■地域相談

・宿泊型自立訓練

自立支援協議会
　・ほほえみプラザ

・就労移行支援
■障がい児相談支援

・就労継続支援 　　　　
（Ａ型・Ｂ型） 

　・ほほえみプラザ
・就労定着支援

    ・こども発達支援センター

・療養介護

・短期入所 訪問系サービス

・居宅介護

居住系サービス 障がい児通所支援
・同行援護

・共同生活援助　　　　　
（グループホーム）

・児童発達支援
・行動援護　

・施設入所支援 ・放課後等デイサービス等

・重度訪問介護　ほか
・自立生活援助 ・保育所等訪問支援

＜日中活動の場＞ ＜住まいの場＞

＜相談・助言・連絡調整の場＞

障がい者

障がい児
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１．滝川市における障がい者数

（単位：人）

２．身体障がい者 障がい別・等級別人数

（１）１８歳以上 （単位：人）

（２）１８歳未満 （単位：人）

Ⅱ 滝川市の現況（令和２年３月末現在）

区 分 身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

１８歳以上 １，９１３ ３０９ ２４８

１８歳未満 ２５ ７４ ー

合 計 １，９３８ ３８３ ２４８

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計

視覚 ４１ ３６ ９ ６ １４ ７ １１３

聴覚・平衡 １ ３２ １３ ７５ ０ ３８ １５９

言語・音声 ０ ２ ４ １３ ０ ０ １９

肢体 １８２ ２１１ ２００ ３３１ １４７ ６１ １，１３２

内部 ３３６ １０ ５５ ８９ ０ ０ ４９０

合 計 ５６０ ２９１ ２８１ ５１４ １６１ １０６ １，９１３

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計

視覚 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

聴覚・平衡 ０ １ ０ １ ０ １ ３

言語・音声 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

肢体 ２ ３ ４ ３ ０ １ １３

内部 ５ １ １ ０ ０ ０ ７

合 計 ９ ５ ５ ４ ０ ２ ２５
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３．療育手帳 等級別人数

（単位：人）

４．精神保健福祉手帳 等級別人数

（単位：人）

５．自立支援医療（精神通院医療）受給者数

（単位：人）

６．障害支援区分認定の状況

（単位：件）

＊介護給付費の支給者のみ。訓練等給付費（就労移行支援、就労継続支援など）の支給者は、

含まれていません。

区 分
Ａ判定

（最重度・重度）

Ｂ判定

（中度・軽度）
合 計

療育手帳所持者数

（１８歳以上）
１１３ １９６ ３０９

療育手帳所持者数

（１８歳未満）
１６ ５８ ７４

合 計 １２９ ２５４ ３８３

区 分 1 級 ２級 ３級 合 計

精神保健福祉手帳 ２５ １３３ ９０ ２４８

区 分 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

全 体 ７０３ ７１９ ６６３

障害支援区分 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

区分 １ ２ ２ ３

区分 ２ ７ １６ １８

区分 ３ １９ ２２ ２１

区分 ４ １４ １３ ２３

区分 ５ １６ ２２ １０

区分 ６ ２１ ２１ １６

合 計 ７９ ９６ ９１
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Ⅲ サービスの見込量

サービス体系
令和３年度 令和４年度 令和５年度

人 時間・日 人 時間・日 人 時間・日

訪

問

系

サ
ー
ビ
ス

居宅介護 26 343 26 343 26 343

同行援護 ６ 40 ６ 40 ６ 40

行動援護 ３ 50 ３ 50 ３ 50

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

生活介護 120 2,426 124 2,480 126 2,520

療養介護 11 － 11 － 11 －

自立訓練（生活訓練） 14 203 14 213 14 223

宿泊型自立訓練 ３ － ３ － ３ －

就労移行支援 ９ 165 ９ 165 ９ 165

就労定着支援 ３ － 3 － 3 －

就労継続支援（Ａ型） 34 624 34 655 35 687

就労継続支援（Ｂ型） 174 3,003 182 3,153 191 3,310

短期入所 13 99 14 103 15 108

居

住

系

サ
ー
ビ
ス

施設入所支援 72 － 72 － 72 －

グループホーム 117 － 120 － 123 －

自立生活援助 1 － 1 － 1 －

障
が
い
児

通
所
支
援

児童発達支援 64 147 64 147 64 147

居宅訪問型児童発達支援 － － － － － －

放課後等デイサービス 67 666 70 699 73 734

保育所等訪問支援 １ １ １ １ １ １

計
画
相
談
支
援

・

地

域

相

談

支

援

・
障
が
い
児
相
談
支
援

計画相談支援 68 － 71 － 74 －

地域相談支援 ２ － ２ － ２ －

地域移行支援 １ － １ － １ －

地域定着支援 1 － 1 － 1 －

障がい児相談支援 33 － 34 － 35 －
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◇理解促進研修啓発事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業実施見込み 実施 実施 実施

◇自発的活動支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業実施見込み 未実施 未実施 実施

◇成年後見制度法人後見支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業実施見込み 実施 実施 実施

◇相談支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

障害者相談支援事業 2か所 2か所 2か所

基幹相談支援センター 1か所 1か所 1か所

相談支援機能強化事業 1か所 1か所 1か所

◇成年後見制度利用支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 ２人 ２人 ２人

◇意思疎通支援事業（手話奉仕員派遣） 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 3人 3人 3人

◇日常生活用具給付事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護・訓練支援用具 5件 5件 5件

自立生活支援用具 18件 18件 18件

在宅療養等支援用具 ３件 ３件 ３件

情報・意思疎通支援用具 12件 12件 12件

排泄管理支援用具 1,240件 1,240件 1,240件

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） １件 １件 １件
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◇手話奉仕員養成研修事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 11人 11人 11人

◇移動支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 15人 15人 15人

利用見込時間数 555時間 555時間 555時間

◇地域活動支援センター事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

実施事業所数 1か所 1か所 1か所

利用見込者数 25人 25人 25人

◇訪問入浴サービス事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 2人 2人 2人

◇日中一時支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

利用見込者数 15人 15人 15人

◇社会参加促進事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度

声の広報発行事業 10人 10人 10人


